
 

医師偏在対策の今後の検討の進め方について（案） 

 

 

ビジョン検討会報告書において、「喫緊の課題として対応が必要な医師偏

在については、医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会において、

本報告書の内容を踏まえ、その具体化に向けた検討を行い、短期的な方策

を精査し必要な制度改正案を速やかに取りまとめるべき」とされており、

以下のように検討を進める。 

 

 

平成２９年 

４月２０日  第９回  新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等

の働き方ビジョン検討会報告書について 

 

５月以降 具体的な偏在対策に関して、集中的に議論 

 

※ 運用等により早期に実行可能な偏在対策については、平成 30年度か

らの第７次医療計画に都道府県が盛り込むことができるよう検討を進

める。また、法改正が必要な項目については、今後の法案提出も視野

に入れて検討を行う。 
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